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令和２年度普通交付税等の決定について（市町分） 

令和２年(2020 年)７月３１日 

山 口 県 総 合 企 画 部 市 町 課 

１ 普通交付税                                  

○ 今年度の交付決定額は、前年度比＋12 億 6,700 万円（＋1.1％）の 1,193 億
3,200万円となった。（増加は２年連続） 

 
○ 地域社会再生事業費※の創設や、社会福祉費の増加等による基準財政需要額の
増加により、交付決定額は増加となった。  

○ １３年連続で全ての市町が交付団体となった。 

※ 地方創生を推進するための基盤ともなる「地域社会の持続可能性」を確保するため創設 
 

（1）交付決定額 
  （単位 百万円、％）  

区 分 
令 和 
２年度 

令 和 
元年度 

増減額 伸 率 
<参考> 

全国市町村分 
伸率 

市 105,103 104,111 ＋ 991 ＋1.0 

＋0.9 町 14,230 13,953 ＋ 276  ＋2.0 

合 計 119,332 118,065 ＋ 1,267 ＋1.1 

（注）表示単位未満を四捨五入しているため、表内計算数値と一致しない場合がある。以下同じ 
 

(2) 基準財政需要額及び基準財政収入額の状況  

◇ 基準財政需要額 

     地域社会再生事業費の創設や、幼児教育・保育の無償化に伴う社会福祉費

やその他の教育費の増加、会計年度任用職員制度の施行に伴う包括算定経費

の増加等により、全体では対前年度比 2.5％の増加となった。 

 

◇ 基準財政収入額 

税率の引き上げに伴う地方消費税交付金や、家屋の新築増に伴う固定資産 

税の増等により、全体では対前年度比 3.5％の増加となった。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（注）基準財政需要額の上段( )は、臨時財政対策債分を加えた場合の伸び率 

《対前年度比の増減率》 （単位 ％） 

区 分 
基準財政需要額 基準財政収入額 

山口県 全 国 山口県 全 国 

市 
 （2.2） 

2.5 
 

 

3.5 
 

町 
（2.5） 

2.5 

 

3.8 

合 計 
（2.2） 

2.5 

（2.7） 

3.1 

 

3.5 

 

4.2 
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２ 普通交付税＋臨時財政対策債発行可能額                  
 

○ 普通交付税に臨時財政対策債発行可能額を加えた実質的な交付税の額は、  
前年度比＋10 億 5,500 万円（＋0.8％）の 1,374 億 4,700 万円となった。       
（増加は７年ぶり） 

 
（単位 百万円、％）   

区 分 
令 和 

２年度 

令 和 

元年度 
増減額 伸 率 

<参考> 
全国市町村分 

伸率 

普通交付税 119,332 118,065 ＋1,267 ＋1.1 ＋0.9 

臨時財政対策債 18,115 18,327 ▲212 ▲1.2 ▲3.6 

合 計 137,447 136,392 ＋1,055 ＋0.8   ＋0.2 

 
※臨時財政対策債： 地方財源の不足に対処するため、令和２年度から令和４年度の間、地方

財政法第５条の特例として発行される地方債（平成１３年度から令和元

年度の間においても同様に発行）。なお、その元利償還金については、翌

年度以降の基準財政需要額に全額算入される 
 
 

３ 地方特例交付金                              
 

○ 自動車税減収補てん特例交付金や、軽自動車税減収補てん特定交付金等の増
により、前年度比＋1億 9,900万円（＋16.4％）の 14億 1,700万円となった。 

 
（単位 百万円、％）    

区 分 
令 和 

２年度 

令 和 

元年度 
増減額 伸 率 

＜参考＞ 
全国市町村分

伸率 

市 1,369 1,178 191 16.2 

＋12.4 町 48 39 9 22.4 

合 計 1,417 1,218 199 16.4 

 

※地方特例交付金： 

政策税制による地方税の減収や、特定の施策に伴う地方負担の増加等

に対し、国が補てんするもの。令和２年度は次の３種類の交付金が交

付される 
 
①個人住民税減収補てん特例交付金 

 所得税の住宅借入金等特別税額控除において、所得税で控除しきれ

なかった額を翌年度の個人住民税から控除することにより生じる減収

分の補てん 
 
②自動車税減収補てん特例交付金 

 昨年１０月の消費税引上げに伴う需要の平準化のための自動車税環

境性能割の臨時的軽減による減収分の補てん 
 
③軽自動車税減収補てん特例交付金 

 昨年１０月の消費税引上げに伴う需要の平準化のための軽自動車税

環境性能割の臨時的軽減による減収分の補てん 
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普 通 交 付 税 の 概 要 

 

１ 普通交付税とは  

 

地方公共団体が標準的な一定水準の行政事務を遂行するために必要な経費（基準財政

需要額）のうち、地方税等の収入見込額（基準財政収入額）で賄えない財源不足額を、

国税の一定割合の額及び地方法人税の全額で各地方公共団体に対し公平に補填するもの。

一般財源であるため補助金等と異なり、その使途は制限されない。 

 

  ※ 地方交付税の総額及び種類                                                    

  【国税五税】                                  【地方交付税】 

  （交付税の対象となる国税及びその割合）      （地方交付税の種類及びその割合） 

所 得 税 … ３３．１％ 

法 人 税 … ３３．１％                   普通交付税  ９４％ 

酒 税 … ５０．０％ 

消 費 税 … １９．５％          特別交付税   ６％ 

地方法人税 … 全 額 

 

 

２ 各地方公共団体の普通交付税の算定方法  

 

普通交付税 ＝ 基準財政需要額 － 基準財政収入額 

        ＝ 財源不足額 

 

      基 準 財 政 需 要 額  

   普 通 交 付 税    基 準 財 政 収 入 額 

 ←  財源不足額  → 
 

 
注）基準財政収入額が基準財政需要額を上回る場合は、普通交付税が交付されない

「不交付団体」となる。 

 

 

 ※ 基準財政需要額 

各地方公共団体が標準的な一定の水準でその行政事務を行うこととした場合に必要

とされる経費のうち、一般財源で賄うべき財政需要を、各行政項目（例 消防費、都市

計画費、社会福祉費等）ごとに合理的な方法により積算した額。 

 

 ※ 基準財政収入額 

各地方公共団体の財政力を合理的に算定するために、標準的な状態において徴収が見

込まれる地方税収入等を一定の方法によって算定した収入見込額。 


